
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和元年５月１７日（金） ８：３３～８：４３ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

石 田 真 敏 国務大臣（総務大臣，内閣府特命担当大臣） 

山 下 貴 司 国務大臣（法務大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（外務大臣） 

柴 山 昌 彦 国務大臣（文部科学大臣） 

根 本 匠 国務大臣（厚生労働大臣，内閣府特命担当大臣） 

𠮷 川 貴 盛 国務大臣（農林水産大臣） 

世 耕 弘 成 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

石 井 啓 一 国務大臣（国土交通大臣） 

原 田 義 昭 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

岩 屋 毅 国務大臣（防衛大臣） 

菅 義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

渡 辺 博 道 国務大臣（復興大臣） 

山 本 順 三 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

宮 腰 光 寛 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

平 井 卓 也 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

片 山 さつき 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

鈴 木 俊 一 国務大臣（東京オリンピック・パラリンピック担当大臣） 

陪 席 者：西 村 康 稔 内閣官房副長官 

野 上 浩太郎 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

横 畠 裕 介 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

〇一般案件 ３件 

〇国会提出案件 １３件 

○公布（法律）    １件 

○政令        ３件 

○人事        ２件 

いずれも，案件表のとおり，決定，了解となった。 
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議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。 

まず，閣議案件について，西村副長官から御説明申し上げます。 

○西村内閣官房副長官：一般案件等について，申し上げます。まず，「海洋再生可能エ

ネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画

的な推進を図るための基本的な方針」について，御決定をお願いいたします。本件

は，海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律 

に基づき策定するものであり，洋上風力発電設備に係る海域の利用促進に関する施

策についての基本的な事項等について，定めるものであります。 

次に，「南スーダン国際平和協力業務実施計画の変更」及び「同業務の実施の状況」

について，御決定をお願いいたします。本件は，同業務のうち司令部要員及び連絡

調整要員の活動の実施期間を令和２年５月３１日まで１年間，延長するものであり，

決定の上は，実施計画の変更及び実施状況について，国会に報告するものでありま

す。あわせて，同計画の変更内容を反映する「南スーダン国際平和協力隊の設置等

に関する政令の一部を改正する政令」について，御決定をお願いいたします。 

次に，「コロンビア国」及び「大韓民国」駐日特命全権大使の接受に御裁可を仰ぐ

ことについて，御決定をお願いいたします。本件は，５月２０日，信任状捧呈の予

定であります。 

次に，質問主意書に対する答弁書１２件について，お手元の資料のとおり，御決

定をお願いいたします。 

次に，法律の公布について，御決定をお願いいたします。「医療保険制度の適正か

つ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部改正法」が，１５日の参議院本会

議において，可決成立したものであります。 

次に，政令２件について，御決定をお願いいたします。「アイヌの人々の誇りが尊

重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の施行期日を定める政令」

は，同法の施行期日を本年５月２４日と定めるものであり，「同法施行令」は，民族

共生象徴空間構成施設の管理委託の手続等を定めるものであります。 

次に，人事案件について，申し上げます。まず，河野外務大臣が，「中央アジア＋

日本」対話・外相会合出席等のため，本日から２０日まで海外出張されますので，

御了解をお願いいたします。 

次に，松田健一外１４２名の叙位又は叙勲について，御決定をお願いいたします。

なお，元衆議院議員保岡興治を正三位に叙するものがあります。 

〇菅国務大臣：次に，内閣総理大臣から御発言がございます。 

〇安倍内閣総理大臣：河野大臣は，海外出張いたしますが，その出張不在中，菅内閣

官房長官を外務大臣の臨時代理に指定します。 

〇菅国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

  引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

宮腰大臣から御発言がございます。 

〇宮腰国務大臣：消費者庁では，全国共通の電話番号で，地方公共団体が設置してい
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る身近な消費生活相談窓口を案内する「消費者ホットライン１８８（いやや）」を運

用しています。「消費者ホットライン１８８」の周知は，消費者被害の未然防止・拡

大防止に資する重要な取組です。 

毎年５月が消費者月間であることを踏まえ，今年度から「５月１８日」を「消費

者ホットライン１８８」の日と定め，更なる普及・啓発に取り組むこととしました。

本日の閣議においても普及・啓発のための「イヤヤンバッジ」の御着用に御協力を

いただいておりますが，関係各位におかれましては，「消費者ホットライン１８８」

の日に合わせて，明日は「イヤヤンバッジ」を御着用いただくとともに，消費者被

害の未然防止・拡大防止のための一層の御協力をお願いします。 

○菅国務大臣：ほかに御発言はございますか。 

  無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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令和元年 

５月 17日 

◎ 一 般 案 件

 ○ 海 洋 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 の 整 備 に 係 る 海

域 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 施 策 の 総 合 的 か つ 計 画 的

な 推 進 を 図 る た め の 基 本 的 な 方 針 に つ い て

（ 決 定 ）            （ 内 閣 府 本 府 ）

〃 ○ 南 ス ー ダ ン 国 際 平 和 協 力 業 務 実 施 計 画 の 変 更 に つ

い て （ 決 定 ）   （ 内 閣 府 本 府 ・ 外 務 ・ 防 衛 省 ）

 ☆ コ ロ ン ビ ア 国 特 命 全 権 大 使 サ ン テ ィ ア ゴ ・ フ ェ ル

ナ ン ド ・ デ ・ ヘ ス ス ・ パ ル ド ・ サ ル ゲ ロ 外 １ 名 の

接 受 に つ い て （ 決 定 ）        （ 外 務 省 ）

◎ 国 会 提 出 案 件

   ○ 南 ス ー ダ ン 国 際 平 和 協 力 業 務 の 実 施 の 状 況 に つ い

て （ 決 定 ）    （ 内 閣 府 本 府 ・ 外 務 ・ 防 衛 省 ）

1. 衆 議 院 議 員 初 鹿 明 博 （ 立 憲 ） 提 出 小 型 無 人 機

等 飛 行 禁 止 法 等 改 正 案 の テ ロ 抑 止 効 果 と テ ロ

〃 ○ 防 止 の 具 体 策 に 関 す る 再 質 問 に 対 す る 答 弁 書

に つ い て （ 決 定 ）       （ 内 閣 官 房 ）

1. 衆 議 院 議 員 松 原 仁 （ 社 保 ） 提 出 朝 鮮 総 連 に よ

る 対 日 有 害 活 動 等 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁

書 に つ い て （ 決 定 ）       （ 警 察 庁 ）

1. 衆 議 院 議 員 松 原 仁 （ 社 保 ） 提 出 米 国 金 融 制 裁

の 朝 鮮 総 連 幹 部 等 へ の 適 用 に 関 す る 質 問 に 対

す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）   （ 金 融 庁 ）

1. 衆 議 院 議 員 初 鹿 明 博 （ 立 憲 ） 提 出 地 方 議 員 選

挙における選挙運動用ビラの頒布方法，時間，

枚 数 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て

（ 決 定 ）            （ 総 務 省 ）

1. 衆 議 院 議 員 松 原 仁 （ 社 保 ） 提 出 金 正 恩 委 員 長

へ の 独 自 制 裁 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に

つ い て （ 決 定 ）         （ 外 務 省 ）

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
あ り

資 料
な し

〔 別 添 〕
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1. 衆 議 院 議 員 松 原 仁 （ 社 保 ） 提 出 対 北 朝 鮮 安 保 

理 決 議 の 奢 侈 品 の 定 義 に 関 す る 質 問 に 対 す る 

答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）     （ 外 務 省 ） 

1. 衆 議 院 議 員 松 原 仁 （ 社 保 ） 提 出 北 朝 鮮 の 東 京 

オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 競 技 大 会 参 加 

に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て 

（ 決 定 ）             （ 同 上 ） 

1. 参 議 院 議 員 石 上 俊 雄 （ 民 主 ） 提 出 子 ど も た ち 

全 員 が 健 や か に 育 ち ， 公 平 に 学 べ る 社 会 の 構 

築 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て 

（ 決 定 ）                      （ 文 部 科 学 省 ） 

1. 参 議 院 議 員 石 上 俊 雄 （ 民 主 ） 提 出 長 時 間 労 働 

の 是 正 及 び ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス 実 現 の 

推 進 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て 

（ 決 定 ）                      （ 厚 生 労 働 省 ） 

1. 参 議 院 議 員 石 上 俊 雄 （ 民 主 ） 提 出 我 が 国 産 業 

界 の 飛 躍 ・ 発 展 を 支 え る 人 材 育 成 に 関 す る 質 

問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ） （ 同 上 ） 

1. 衆 議 院 議 員 松 原 仁 （ 社 保 ） 提 出 羽 田 空 港 増 便 

計 画 に 伴 う 新 飛 行 ル ー ト 間 近 に 位 置 す る 上 皇 

陛 下 仙 洞 仮 御 所 の 諸 対 策 に 関 す る 質 問 に 対 す 

る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  （ 国 土 交 通 省 ） 

1. 衆 議 院 議 員 松 原 仁 （ 社 保 ） 提 出 羽 田 空 港 へ の 

低 空 飛 行 ル ー ト の 採 用 方 法 に 関 す る 質 問 に 対 

す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）    （ 同 上 ） 

 

◎ 公 布 （ 法 律 ） 

☆ 医 療 保 険 制 度 の 適 正 か つ 効 率 的 な 運 営 を 図 る た め 

の 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 決 定 ） 

 

◎ 政  令 

○ ア イ ヌ の 人 々 の 誇 り が 尊 重 さ れ る 社 会 を 実 現 す る 

た め の 施 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 の 施 行 期 日 を 定 め 

る 政 令 （ 決 定 ）          （ 内 閣 官 房 ） 

資 料  
あ り  

資 料  
な し  
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○ ア イ ヌ の 人 々 の 誇 り が 尊 重 さ れ る 社 会 を 実 現 す る 

た め の 施 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 決 定 ） 

内 閣 官 房 ・ 内 閣 府 本 府 ・ 財 務 ・ 

文 部 科 学 ・ 国 土 交 通 省 

〃  ○ 南 ス ー ダ ン 国 際 平 和 協 力 隊 の 設 置 等 に 関 す る 政 令 

の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 決 定 ） 

（ 内 閣 府 本 府 ・ 外 務 ・ 財 務 ・ 防 衛 省 ） 

 

◎ 人  事 

☆ 外 務 大 臣 河 野 太 郎 の 海 外 出 張 に つ い て （ 了 解 ） 

○ 鹿 児 島 大 学 名 誉 教 授 松 田 健 一 外 １ ４ ２ 名 の 叙 位 又 

は 叙 勲 に つ い て （ 決 定 ） 

 

 

〔○署名あり  ☆署名なし〕 

資 料  
あ り  

資 料  
な し  
資 料  
あ り  
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